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◇ 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、同法

第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に係る懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めること

としました。（第３条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 和歌山県個人情報保護条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案をする者に係る欠格事由の見直

しを行いました。（第４５条の６関係） 

２ 施行期日 
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  公布の日から施行します。 

◇ 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、同法

第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に係る分限による休職の期間を定めることとしました。

（第７条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、この条例の規定により報酬及び費用弁償の支給

の対象となる職員以外の者に地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員を加えるなど所

要の改正を行うこととしました。（第１条、第３条及び別表関係） 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に

よる地方公務員法の一部改正及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に伴

い、所要の改正を行うこととしました。（第２条、第２３条、第２３条の２及び第２４条関係） 

 ２ 施行期日 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第３７号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行します。ただし、第

２条第１項の改正規定は、令和２年４月１日から施行します。 

◇ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に

よる地方公務員法の一部改正に伴い、規定の整備を行うこととしました。（第１５条関係） 

 ２ 施行期日 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第３７号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行します。 

◇ 職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に

よる地方公務員法の一部改正に伴い、規定の整備を行うこととしました。（第３条関係） 

 ２ 施行期日 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第３７号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行します。 

◇ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、規定

の整備を行うこととしました。（第２条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 
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 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に伴い、育児休業をしている職員の期

末手当等を支給する職員に同条例第７条第１項に規定する基準日に育児休業をしている職員を加え

ることとしました。（第７条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、規定

の整備を行うこととしました。（第２条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 和歌山県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、任命

権者の報告事項の対象となる職員に同法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を加えることとし

ました。（第３条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

  １ 条例概要 

   地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の受ける給与及び費用弁償の

額並びにその支給方法について定めることとしました。 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴い、太陽光発電事業実施予定者が作成し、知事の認定を受けなければならない太陽光発電

事業計画の認定の基準の見直しを行うこととしました。（第１１条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和元年１２月１４日から施行します。 

◇ 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴い、年金管理者の欠格条項の見直しを行うこととしました。（第８条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和元年１２月１４日から施行します。 

◇ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与に関して必要な事項を

定めることとしました。（第２１条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に



    和歌山県報  号外 令和元年 10 月 4 日（金曜日） 

－ 4 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    条     例 

よる地方公務員法の一部改正及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に伴

い、所要の改正を行うこととしました。（第２条、第１９条、第１９条の２及び第２０条関係） 

 ２ 施行期日 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第３７号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行します。ただし、第

２条の改正規定は、令和２年４月１日から施行します。 

◇ 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に伴い、所要の改正を行うこととしま

した。（第２条及び第２６条関係） 

 ２ 施行期日 

   令和２年４月１日から施行します。 

◇ 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に

よる地方公務員法の一部改正及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定に伴

い、所要の改正を行うこととしました。（第２条、第２１条、第２１条の２及び第２２条関係） 

 ２ 施行期日 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第３７号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行します。ただし、第

２条第１項の改正規定は、令和２年４月１日から施行します。 

◇ 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行に伴い、警護等手当の額に係るただし書を適用する

身辺警衛の対象となる皇族の範囲を拡大しました。（第２２条関係） 

 ２ 施行期日 

   公布の日から施行します。 

◇ 和歌山県金属くず業条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴い、金属くず商の許可に係る基準を改めるほか、規定の整備を行うこととしました。（第

４条及び第１８条関係） 

 ２ 施行期日 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第３７号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行します。 

◇ 和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

  １ 条例概要 

   道路交通法施行令の一部改正に伴い、運転免許関係事務に係る手数料の額を改定することとしま

した。（別表第２第３４項関係） 

 ２ 施行期日 

   道路交通法の一部を改正する法律（令和元年法律第２０号）附則第１条第２号に掲げる規定の施

行の日から施行します。 
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をここに公布する。職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第14号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和27年和歌山県条例第 2 号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第 3 条 減給は、 1 日以上 6 月以下の期間、給料 第 3 条 減給は、 1 日以上 6 月以下の期間、給料
（地方公務員法第22条の 2 第 1 項第 1 号に掲げ の10分の 1 以下の額を減じて行うものとする。
る職員については、会計年度任用職員の給与及
び費用弁償に関する条例（令和元年和歌山県条
例第25号）第 3 条第 2 項第 1 号及び第 2 号に規
定する報酬）の10分の 1 以下の額を減じて行う
ものとする。

附 則

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

和歌山県個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第15号

和歌山県個人情報保護条例の一部を改正する条例

和歌山県個人情報保護条例（平成14年和歌山県条例第66号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（欠格事由） （欠格事由）
第45条の 6 次の各号のいずれかに該当する者は 第45条の 6 次の各号のいずれかに該当する者は

、前条第 1 項の提案をすることができない。 、前条第 1 項の提案をすることができない。
未成年者 未成年者、成年被後見人又は被保佐人(１) (１)
心身の故障により前条第 1 項の提案に係る(２)

実施機関非識別加工情報をその用に供して行
う事業を適正に行うことができない者として
規則で定めるもの
～ 略 ～ 略(３) (９) (２) (８)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する をここに公布する。条例の一部を改正する条例

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸
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和歌山県条例第16号

条例の一部を改正する条例職員の分限に関する

条例（昭和27年和歌山県条例第 1 号）の一部を次のように改正する。職員の分限に関する

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第 7 条 略 第 7 条 略
2 ・ 3 略 2 ・ 3 略
4 法第22条の 2 第 1 項第 1 号に掲げる職員に対
する第 1 項及び第 2 項の規定の適用については
、第 1 項及び第 2 項中「 3 年」とあるのは「法
第22条の 2 第 2 項の規定に基づき任命権者が定
める任期」とする。

附 則

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第17号

非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例

非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例（昭和28年和歌山県条例第35号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的） （目的）
第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律 第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第2 0 3条の 2 の規定に基づき、県の非 第67号）第2 0 3条の 2 の規定に基づき、県の非
常勤の職員のうち、執行機関たる委員会の委員 常勤の職員のうち、執行機関たる委員会の委員
、監査委員、執行機関の附属機関の構成員、短 、監査委員、執行機関の附属機関の構成員及び
時間勤務職員及び地方公務員法（昭和25年法律 短時間勤務職員以外の者（以下「非常勤の調査
第2 6 1号）第22条の 2 第 1 項第 1 号に掲げる職 員、嘱託員等」という。）の受ける報酬及び費
員以外の者（以下「非常勤の調査員、嘱託員等 用弁償の額並びにその支給方法について定める
」という。）の受ける報酬及び費用弁償の額並 ことを目的とする。
びにその支給方法について定めることを目的と
する。

（費用弁償） （費用弁償）
第 3 条 略 第 3 条 略

2 地方公務員法（昭和25年法律第2 6 1号）第17
条第 1 項の規定により任命する非常勤の調査員
、嘱託員等（以下「一般職非常勤職員」という
。）が、勤務のため、その者の住居と勤務公署
との間を往復することに係る費用弁償について
は、一般職の職員の通勤手当の例による。

別表（第 2 条関係） 別表（第 2 条関係）

区分 報酬の額 区分 報酬の額

任命権者において日 日額 1 万5 0 0円 任命権者において日 日額 1 万5 0 0円（
額で支給することを 額で支給することを 一般職非常勤職員に
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適当と認める者 適当と認める者 あっては、8,400円
）

略 略

附 則

この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第18号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和28年和歌山県条例第51号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）
第 2 条 この条例において「職員」とは、地方公 第 2 条 この条例において「職員」とは、地方公

務員法第 3 条第 2 項に規定する一般職に属する 務員法第 3 条第 2 項に規定する一般職に属する
県の職員のうちから企業職員の給与の種類及び 県の職員のうちから企業職員の給与の種類及び
基準に関する条例（昭和42年和歌山県条例第19 基準に関する条例（昭和42年和歌山県条例第19
号）、教育職員の給与に関する条例（昭和28年 号）、教育職員の給与に関する条例（昭和28年
和歌山県条例第52号）、警察職員の給与に関す 和歌山県条例第52号）及び警察職員の給与に関
る条例（昭和29年和歌山県条例第21号）及び会 する条例（昭和29年和歌山県条例第21号）の適
計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条 用を受ける者並びに単純な労務に雇用される者
例（令和元年和歌山県条例第25号）の適用を受 を除いたものをいう。
ける者並びに単純な労務に雇用される者を除い
たものをいう。

2 略 2 略

（期末手当） （期末手当）
第23条 期末手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以 第23条 期末手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以

下この条から第23条の 3 までにおいてこれらの 下この条から第23条の 3 までにおいてこれらの
日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する 日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する
職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人 職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人
事委員会規則で定める日（次条及び第23条の 3 事委員会規則で定める日（次条及び第23条の 3
においてこれらの日を「支給日」という。）に においてこれらの日を「支給日」という。）に
支給する。これらの基準日前 1 箇月以内に退職 支給する。これらの基準日前 1 箇月以内に退職
し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定め し、若しくは地方公務員法第16条第 1 号に該当
るものについても、同様とする。 して同法第28条第 4 項の規定により失職し、又

は死亡した職員で人事委員会規則で定めるもの
についても、同様とする。

2 ・ 3 略 2 ・ 3 略
4 第 2 項の期末手当基礎額は、それぞれその基 4 第 2 項の期末手当基礎額は、それぞれその基
準日現在（退職し、又は死亡した職員にあって 準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡
は、退職し、又は死亡した日現在）において職 した職員にあっては、退職し、若しくは失職し
員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額 、又は死亡した日現在）において職員が受ける
並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 べき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれ
とする。 らに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 ・ 6 略 5 ・ 6 略

（期末手当の支給の制限） （期末手当の支給の制限）
第23条の 2 次の各号のいずれかに該当する者に 第23条の 2 次の各号のいずれかに該当する者に

は、前条第 1項の規定にかかわらず、当該各号 は、前条第 1項の規定にかかわらず、当該各号
の基準日に係る期末手当（第 4号に掲げる者に の基準日に係る期末手当（第 4号に掲げる者に
あっては、その支給を一時差し止めた期末手当 あっては、その支給を一時差し止めた期末手当
）は、支給しない。 ）は、支給しない。

略 略(１) (１)
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基準日から当該基準日に対応する支給日の 基準日から当該基準日に対応する支給日の(２) (２)
前日までの間に地方公務員法第28条第 4 項の 前日までの間に地方公務員法第28条第 4 項の
規定により失職した職員 規定により失職した職員（同法第16条第 1 号

に該当して失職した職員を除く。）
・ 略 ・ 略(３) (４) (３) (４)

（勤勉手当） （勤勉手当）
第24条 勤勉手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以 第24条 勤勉手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以

下この条においてこれらの日を「基準日」とい 下この条においてこれらの日を「基準日」とい
う。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日 う。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日
以前 6 箇月以内の期間におけるその者の勤務成 以前 6 箇月以内の期間におけるその者の勤務成
績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事 績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事
委員会規則で定める日に支給する。これらの基 委員会規則で定める日に支給する。これらの基
準日前 1 箇月以内に退職し、又は死亡した職員 準日前 1 箇月以内に退職し、若しくは地方公務
で人事委員会規則で定めるものについても、同 員法第16条第 1 号に該当して同法第28条第 4 項
様とする。 の規定により失職し、又は死亡した職員で人事

委員会規則で定めるものについても、同様とす
る。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権 2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権
者が人事委員会規則で定める基準に従って定め 者が人事委員会規則で定める基準に従って定め
る割合を乗じて得た額とする。この場合におい る割合を乗じて得た額とする。この場合におい
て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その
者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごと 者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごと
の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超え の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超え
てはならない。 てはならない。

前項の職員のうち再任用職員以外の職員 前項の職員のうち再任用職員以外の職員(１) (１)
当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれ 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれ
ぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した ぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職
職員にあっては、退職し、又は死亡した日現 し、又は死亡した職員にあっては、退職し、
在。次項において同じ。）において受けるべ 若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項
き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当 において同じ。）において受けるべき扶養手
の月額の合計額を加算した額に1 0 0分の92.5 当の月額及びこれに対する地域手当の月額の
（特定幹部職員にあっては、1 0 0分の112.5 合計額を加算した額に1 0 0分の92.5（特定幹
）を乗じて得た額の総額 部職員にあっては、1 0 0分の112.5）を乗じ

て得た額の総額
略 略(２) (２)

3 ～ 5 略 3 ～ 5 略

附 則

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律（令和元年法律第37号）附則第 1 条第 2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第 2 条第

1 項の改正規定は、令和 2年 4月 1日から施行する。

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第19号

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の退職手当に関する条例（昭和37年和歌山県条例第57号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の (懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の
支給制限) 支給制限)

第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該 第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該
当するときは、当該退職に係る退職手当管理機 当するときは、当該退職に係る退職手当管理機
関は、当該退職をした者（当該退職をした者が 関は、当該退職をした者（当該退職をした者が
死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手 死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手
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当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に 当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に
対し、当該退職をした者が占めていた職の職務 対し、当該退職をした者が占めていた職の職務
及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当 及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当
該退職をした者が行った非違の内容及び程度、 該退職をした者が行った非違の内容及び程度、
当該非違に至った経緯、当該非違後における当 当該非違に至った経緯、当該非違後における当
該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行 該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行
に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対 に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対
する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の
退職手当等の全部又は一部を支給しないことと 退職手当等の全部又は一部を支給しないことと
する処分を行うことができる。 する処分を行うことができる。

略 略(１) (１)
地方公務員法第28条第 4 項の規定による失 地方公務員法第28条第 4 項の規定による失(２) (２)

職又はこれに準ずる退職をした者 職（同法第16条第 1 号に該当する場合を除く
。）又はこれに準ずる退職をした者

2・ 3 略 2・ 3 略

附 則

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律（令和元年法律第37号）附則第 1 条第 2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第20号

職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例

職員等の旅費に関する条例（昭和41年和歌山県条例第34号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（旅費の支給） （旅費の支給）
第 3 条 略 第 3 条 略
2 略 2 略
3 職員が前項第 1 号の規定に該当する場合にお 3 職員が前項第 1 号の規定に該当する場合にお
いて、地方公務員法（昭和25年法律第2 6 1号） いて、地方公務員法（昭和25年法律第2 6 1号）
第16条各号若しくは第29条第 1 項各号に掲げる 第16条第 2 号から第 5 号まで若しくは第29条第
事由又はこれらに準ずる事由により退職等とな 1 項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由
った場合には、同項の規定にかかわらず、同項 により退職等となった場合には、同項の規定に
の規定による旅費は、支給しない。 かかわらず、同項の規定による旅費は、支給し

ない。
4 ・ 5 略 4 ・ 5 略

附 則

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律（令和元年法律第37号）附則第 1条第 2 号に掲げる規定の施行の日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する をここに公条例の一部を改正する条例

布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸
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和歌山県条例第21号

条例の一部を改正する条例外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する

条例（昭和63年和歌山県条例第 5 号）外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する

の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の派遣） （職員の派遣）
第 2 条 略 第 2 条 略
2 法第 2 条第 1 項に規定する条例で定める職員 2 法第 2 条第 1 項に規定する条例で定める職員
は、次に掲げる職員とする。 は、次に掲げる職員とする。

・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)
地方公務員法第22条に規定する条件付採用 地方公務員法第22条第 1 項に規定する条件(３) (３)

になっている職員（人事委員会規則で定める 付採用になっている職員（人事委員会規則で
職員を除く。) 定める職員を除く。)
・ 略 ・ 略(４) (５) (４) (５)

附 則

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第22号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例（平成 4 年和歌山県条例第 9 号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給 （育児休業をしている職員の期末手当等の支給
） ）

第 7 条 職員の給与に関する条例（昭和28年和歌 第 7 条 職員の給与に関する条例（昭和28年和歌
山県条例第51号）第23条第 1 項、教育職員の給 山県条例第51号）第23条第 1 項、教育職員の給
与に関する条例（昭和28年和歌山県条例第52号 与に関する条例（昭和28年和歌山県条例第52号
）第19条第 1 項、警察職員の給与に関する条例 ）第19条第 1 項又は警察職員の給与に関する条
（昭和29年和歌山県条例第21号）第21条第 1 項 例（昭和29年和歌山県条例第21号）第21条第 1
又は会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関 項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をし
する条例（令和元年和歌山県条例第25号）第 7 ている職員のうち、基準日以前 6 か月以内の期
条第 1 項に規定するそれぞれの基準日に育児休 間において勤務した期間（人事委員会規則で定
業をしている職員のうち、基準日以前 6 か月以 めるこれに相当する期間を含む。）がある職員
内の期間において勤務した期間（人事委員会規 には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
則で定めるこれに相当する期間を含む。）があ
る職員には、当該基準日に係る期末手当を支給
する。

2 略 2 略

附 則

この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。
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公益的法人等への職員の派遣等に関する をここに公布する。条例の一部を改正する条例

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第23号

条例の一部を改正する条例公益的法人等への職員の派遣等に関する

条例（平成13年和歌山県条例第56号）の一部を次のように改正公益的法人等への職員の派遣等に関する

する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の派遣） （職員の派遣）
第 2 条 略 第 2 条 略
2 法第 2 条第 1 項に規定する条例で定める職員 2 法第 2 条第 1 項に規定する条例で定める職員
は、次に掲げる職員とする。 は、次に掲げる職員とする。

・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)
地方公務員法第22条に規定する条件付採用 地方公務員法第22条第 1 項に規定する条件(３) (３)

になっている職員（人事委員会規則で定める 付採用になっている職員（人事委員会規則で
職員を除く。) 定める職員を除く。)
・ 略 ・ 略(４) (５) (４) (５)

3 略 3 略

附 則

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

和歌山県人事行政の運営等の状況の公表に関する をここに公布する。条例の一部を改正する条例

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第24号

条例の一部を改正する条例和歌山県人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例（平成16年和歌山県条例第64号）の一部を次のよ和歌山県人事行政の運営等の状況の公表に関する

うに改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項）
第 3 条 前条の規定により人事行政の運営の状況 第 3 条 前条の規定により人事行政の運営の状況

に関し、任命権者が報告しなければならない事 に関し、任命権者が報告しなければならない事
項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常 項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常
勤職員（法第28条の 5 第 1 項に規定する短時間 勤職員（法第28条の 5 第 1 項に規定する短時間
勤務の職を占める職員及び法第22条の 2 第 1 項 勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下
第 2 号に掲げる職員を除く。）を除く。以下同 同じ。）に係る次に掲げる事項とする。
じ。）に係る次に掲げる事項とする。

～ 略 ～ 略(１) (10) (１) (10)

附 則

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。



    和歌山県報  号外 令和元年 10 月 4 日（金曜日） 

－ 12 － 

 

 
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第25号

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（目的）

第 1 条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第2 0 3条の 2 第 5 項及び地方公務員法（昭和25

年法律第2 6 1号。以下「法」という。）第24条第 5 項の規定に基づき、会計年度任用職員の受ける給与

及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

（定義）

第 2 条 この条例において「会計年度任用職員」とは、法第22条の 2 第 1 項に規定する会計年度任用職員

（同項第 1 号に掲げる職員に限る。）をいう。

2 この条例において「給料表適用職員」とは、職員の給与に関する条例（昭和28年和歌山県条例第51号。

以下「職員の給与条例」という。）第 8 条第 1 項の給料表の適用を受ける職員をいう。

3 この条例において「給料表適用教育職員」とは、教育職員の給与に関する条例（昭和28年和歌山県条

の給料表の適用を受ける職員をいう。例第52号。以下「教育職員の給与条例」という。）第 8 条第 3 項

（給与の種類）

第 3 条 会計年度任用職員に支給する給与は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬の種類は、次のとおりとする。

基本報酬（次号から第 7 号までの報酬以外の報酬をいう。以下同じ。）(１)

職員の給与条例第11条の規定により支給される給料の調整額に相当する報酬(２)

職員の給与条例第14条の 2 及び教育職員の給与条例第14条の 2の規定により支給される地域手当に(３)

相当する報酬

職員の給与条例第16条及び教育職員の給与条例第16条の規定により支給される特殊勤務手当に相当(４)

する報酬

職員の給与条例第17条及び教育職員の給与条例第17条の規定により支給される超過勤務手当に相当(５)

する報酬

職員の給与条例第18条の規定により支給される夜勤手当に相当する報酬(６)

職員の給与条例第19条及び教育職員の給与条例第18条の規定により支給される宿日直手当に相当す(７)

る報酬

（報酬）

第 4 条 基本報酬の額は、日額で定めるものとする。ただし、任命権者が会計年度任用職員の職務の性質

を考慮し必要と認める場合においては、時間額で定めることができるものとする。

2 前項の基本報酬の額は、会計年度任用職員と給料表適用職員及び給料表適用教育職員との権衡を考慮

して人事委員会規則で定める基準に従い定める月額（以下「基準月額」という。）に基づき、次の各号
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に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額の範囲内において任命権者の定める額とする。この場

合において、基準月額は、別表左欄に掲げる業務の種別の区分に応じ、同表中欄に掲げる基礎額から同

表右欄に掲げる上限額までの範囲内において定めるものとする。

日額 基準月額を21で除して得た額を職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 7 年和歌山県条(１)

例第 6 号。以下「勤務時間条例」という。）第 3条第 2 項本文に規定する勤務時間（以下「 1 日当た

りの基本勤務時間」という。）で除して得た額（以下「基本時間額」という。）に、勤務時間条例第

19条の規定により任命権者が別に定める会計年度任用職員の 1 日当たりの正規の勤務時間（以下「 1

日当たりの正規の勤務時間」という。）を乗じて得た額

時間額 基本時間額。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、それぞれ次に定める額(２)

ア 給料表適用教育職員が行う業務に準ずる業務に従事する会計年度任用職員 基準月額に12を乗じ

て得た額を、人事委員会と協議して定める 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たもので除して

得た額

イ 断続的な業務に従事する会計年度任用職員 基本時間額から、その額に最低賃金法（昭和34年法

律第1 3 7号）第 7 条に規定する厚生労働省令で定める最低賃金の減額の率の範囲内で人事委員会と

協議して定める割合（以下「減額割合」という。）を乗じて得た額を減じた額

3 前条第 2 項第 2 号に掲げる報酬の額は、人事委員会規則で定める基準に従い定める額の範囲内におい

て任命権者の定める額とする。

4 前条第 2 項第 3 号に掲げる報酬の額は、人事委員会規則で定める基準に従い定める額の範囲内におい

て任命権者の定める額とする。

5 前条第 2 項第 2 号及び第 3 号に掲げる報酬を支給する場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

日額 基準月額に第 3 項の規定により定める額及び第 4項の規定により定める額を加えて得た額を(１)

21で除して得た額を 1 日当たりの基本勤務時間で除して得た額（以下「基本支給時間額」という。）

に、 1日当たりの正規の勤務時間を乗じて得た額とする。

時間額 基本支給時間額。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、それぞれ次に定める(２)

額

ア 給料表適用教育職員が行う業務に準ずる業務に従事する会計年度任用職員 基準月額に第 3 項の

規定により定める額及び第 4項の規定により定める額を加えて得た額に12を乗じて得た額を、人事

委員会と協議して定める 1 週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たもので除して得た額

イ 断続的な業務に従事する会計年度任用職員 基本支給時間額から、その額に減額割合を乗じて得

た額を減じた額

6 第 2 項第 4 号から第 7 号までに掲げる報酬は、人事委員会規則で定める基準に従い定める額の範前条

囲内において任命権者の定める額を基本報酬の額に加算して支給することができるものとする。

7 前 6 項の規定により難いと認める場合は、人事委員会任命権者は、報酬の額に関し特別の事情により

と協議して定めるものとする。

（給与からの減額）
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第 5 条 会計年度任用職員が、勤務時間条例第19条の規定により任命権者が別に定める当該会計年度任用

職員の正規の勤務時間中に勤務しないときは、人事委員会規則で定める場合を除き、その勤務しない時

間 1 時間につき、次条に規定する勤務 1 時間当たりの報酬の額を減額して給与を支給する。

（勤務 1 時間当たりの報酬の額）

第 6 条 前条に規定する勤務 1 時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。

日額による支給の場合 第 4 条第 5 項第 1 号に掲げる日額を、 1 日当たりの正規の勤務時間で除し(１)

て得た額

時間額による支給の場合 第 4 条第 5 項第 2 号に掲げる時間額(２)

2 第 4 条第 7 項の規定により人事委員会と協議して定める場合における会計年度任用職員の勤務 1 時間

当たりの報酬の額については、前項の規定を適用する。この場合において、前項第 1 号中「第 4 条第 5

項第 1 号に掲げる」とあるのは「第 4 条第 7 項の規定により人事委員会と協議して定める」と、前項第

2 号中「第 4 条第 5 項第 2 号に掲げる」とあるのは「第 4 条第 7 項の規定により人事委員会と協議して

定める」とする。

（期末手当）

第 7 条 期末手当は、任期の定めが 6 月以上の会計年度任用職員（これに準ずる者として人事委員会規則

で定める会計年度任用職員を含む。）であって、 6 月 1 日及び12月 1 日（以下これらの日を「基準日」

という。）にそれぞれ在職するもの（人事委員会規則で定める会計年度任用職員を除く。）のうち、人

事委員会規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規

則で定める日に支給する。これらの基準日前 1 箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員で人

事委員会規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に1 0 0分の1 3 0を乗じて得た額に、基準日以前 6 箇月以内の期間に

おけるその会計年度任用職員の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。

6 箇月 1 0 0分の1 0 0(１)

5 箇月以上 6 箇月未満 1 0 0分の80(２)

3 箇月以上 5 箇月未満 1 0 0分の60(３)

3 箇月未満 1 0 0分の30(４)

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっ

ては、退職し、又は死亡した日現在）において会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額に相当する額

として人事委員会規則で定める額とする。

4 期末手当の支給の制限及び支給の一時差止めについては、給料表適用職員の例による。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

（報酬の支給）

第 8 条 報酬は、月の初日から末日までの期間内のうち、会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間数に

応じて人事委員会規則で定める日に支給する。
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2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬の支給方法その他支給に関し必要な事項について

は、人事委員会規則で定める。

（休職者の給与）

第 9 条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法（

昭和42年法律第1 2 1号）第 2 条第 2 項及び第 3 項に規定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾

病にかかり、法第28条第 2 項第 1 号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、

その者に給与の全額を支給する。

2 休職にされた会計年度任用職員には、前項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しな

い。

（停職者の給与）

第10条 法第29条第 1 項の規定によって停職にされた会計年度任用職員には、その停職の期間中、いかな

る給与も支給しない。

（給与の口座振込み）

第11条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の

口座への振込みの方法により支給することができる。

（費用弁償）

第12条 会計年度任用職員が、その職務を行うため旅行する場合には、その旅行に要する費用を弁償する。

この場合において、費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例（昭和41年和歌山県条例第34号）の規

定による一般職の職員に支給する旅費相当額の範囲内において任命権者の定める額とし、その支給方法

については、給料表適用職員の例による。

2 前項に規定するもののほか、勤務のため、会計年度任用職員の住居と勤務公署との間を往復すること

に係る費用弁償については、給料表適用職員の通勤手当の例による。ただし、これにより難い場合は、

給料表適用職員の通勤手当との権衡を考慮し、人事委員会規則で定める。

（施行に関し必要な事項）

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附 則

（施行期日）

令和 2年 4月 1日から施行する。1 この条例は、

（経過措置）

2 平成31年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月31日までの間（以下「特定期間」という。）において非常勤の調

査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例（昭和28年和歌山県条例第35号。以下「報酬及び費用弁償条例」

という。）の適用を受けていた非常勤職員で、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令

和 5年 3 月31日までの間にこの条例の適用を受けることとなるもの（特定期間において従事していた職

務と同じ職務に従事することとなるものに限る。）であって、その者の受ける第 6条に規定する勤務 1

時間当たりの報酬の額が特定期間において受けていた勤務 1 時間当たりの報酬額（報酬及び費用弁償条

例第 2 条の報酬について、任命権者の定めるところにより算出した勤務 1時間当たりの報酬額をいう。
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以下同じ。）（特定期間において 2以上の業務に従事した場合にあっては、当該 2 以上の業務に係る期

間の満了する日のうち、施行日に最も近い日の属する月における勤務 1時間当たりの報酬額（当該額が

2 以上あるときは、そのうち最も高い額））に達しないこととなるものには、令和 5年 3 月31日までの

間、その者が特定期間において受けていた勤務 1 時間当たりの報酬額に基づき、次の各号に掲げる区分

に応じそれぞれ当該各号に定める額を基本報酬の額として支給するものとする。この場合において、第

3条第 2 項第 2 号及び第 3 号に掲げる報酬は支給しないものとする。

日額 その者が特定期間において受けていた勤務 1時間当たりの報酬額にその者の 1日当たりの正(１)

規の勤務時間を乗じて得た額

時間額 その者が特定期間において受けていた勤務 1時間当たりの報酬額(２)

別表（第 4 条関係）

業務の種別 基礎額 上限額

一般事務の補助業務 144,100円 148,600円

一般事務に関する業務 144,100円 153,000円

高度の知識及び経験等を要する一般事務に関する業務 144,100円 167,200円

相当高度の知識及び経験等を要する一般事務に関する業務 144,100円 187,200円

資格免許を要する業務及びそれに準ずる一般事務に関する業務 187,200円 219,100円

断続的な業務 144,100円 144,100円

医療業務 190,500円 231,100円

給料表適用教育職員が行う業務に準ずる業務 198,500円 238,300円

和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例 をここに公布する。の一部を改正する条例

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第26号

の一部を改正する条例和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例

（平成30年和歌山県条例第16号）の一部を次のように改正和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例
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する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（認定の基準） （認定の基準）
第11条 略 第11条 略
2 知事は、太陽光発電事業実施予定者が次の各 2 知事は、太陽光発電事業実施予定者が次の各
号のいずれにも該当しないものであると認める 号のいずれにも該当しないものであると認める
ときでなければ、第 3 条第 1 項の認定をしては ときでなければ、第 3 条第 1 項の認定をしては
ならない。 ならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者(１) (１)
者 で復権を得ないもの

心身の故障により太陽光発電事業を適正に(２)
行うことができない者として規則で定めるも
の
～ 略 ～ 略(３) (７) (２) (６)

法人でその役員のうちに第 1 号から第 5 号 法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号(８) (７)
まで又は前号のいずれかに該当する者のある まで又は前号のいずれかに該当する者のある
もの もの

略 略(９) (８)
3 ・ 4 略 3 ・ 4 略

附 則

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

和歌山県心身障害者扶養共済制度 をここに公布する。条例の一部を改正する条例

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第27号

条例の一部を改正する条例和歌山県心身障害者扶養共済制度

条例（昭和45年和歌山県条例第10号）の一部を次のように改正する。和歌山県心身障害者扶養共済制度

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（年金管理者） （年金管理者）
第 8 条 略 第 8 条 略
2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管 2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管
理者となることができない。 理者となることができない。

精神の機能の障害により年金の受領及び管 成年被後見人又は被保佐人(１) (１)
理を適正に行うに当たって必要な認知、判断
及び意思疎通を適切に行うことができない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない 破産者であって復権を得ない者(２) (２)
者

3 ～ 7 略 3 ～ 7 略

附 則

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

をここに公布する。企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

令 和 元 年 1 0 月 4 日
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和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第28号

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和42年和歌山県条例第19号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（非常勤職員の給与） （非常勤職員の給与）
第21条 企業職員で職員以外のもの（地方公務員 第21条 企業職員で職員以外のものについては、

法第22条の 2 第 1 項第 1 号に掲げる職員を含む 職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で
。）については、職員の給与との権衡を考慮し 給与を支給する。
て予算の範囲内で給与を支給する。

附 則

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第29号

教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（ ）の一部を次のように改正する。教育職員の給与に関する条例 昭和28年和歌山県条例第52号

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）
第 2条 この条例において「職員」とは、次に掲 第 2条 この条例において「職員」とは、次に掲

げる者のうちから会計年度任用職員の給与及び げる者をいう。
費用弁償に関する条例（令和元年和歌山県条例
第25号）の適用を受ける者を除いたものをいう
。

～ 略 ～ 略(１) (３) (１) (３)

（期末手当） （期末手当）
第19条 期末手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以 第19条 期末手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以

下この条から第19条の 3 までにおいてこれらの 下この条から第19条の 3 までにおいてこれらの
日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する 日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する
職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人 職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人
事委員会規則で定める日（次条及び第19条の 3 事委員会規則で定める日（次条及び第19条の 3
においてこれらの日を「支給日」という。）に においてこれらの日を「支給日」という。）に
支給する。これらの基準日前 1 箇月以内に退職 支給する。これらの基準日前 1 箇月以内に退職
し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定め し、若しくは地方公務員法第16条第 1 号に該当
るものについても、同様とする。 して同法第28条第 4 項の規定により失職し、又

は死亡した職員で人事委員会規則で定めるもの
についても、同様とする。

2 ・ 3 略 2 ・ 3 略
4 前 2 項の期末手当基礎額は、それぞれその基 4 前 2 項の期末手当基礎額は、それぞれその基
準日現在（退職し、又は死亡した職員にあって 準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡
は、退職し、又は死亡した日現在）において職 した職員にあっては、退職し、若しくは失職し
員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額 、又は死亡した日現在）において職員が受ける
並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 べき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれ
とする。 らに対する地域手当の月額の合計額とする。
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5 ・ 6 略 5 ・ 6 略

（期末手当の支給の制限） （期末手当の支給の制限）
第19条の 2 次の各号のいずれかに該当する者に 第19条の 2 次の各号のいずれかに該当する者に

は、前条第 1項の規定にかかわらず、当該各号 は、前条第 1項の規定にかかわらず、当該各号
の基準日に係る期末手当（第 4号に掲げる者に の基準日に係る期末手当（第 4号に掲げる者に
あっては、その支給を一時差し止めた期末手当 あっては、その支給を一時差し止めた期末手当
）は、支給しない。 ）は、支給しない。

略 略(１) (１)
基準日から当該基準日に対応する支給日の 基準日から当該基準日に対応する支給日の(２) (２)

前日までの間に地方公務員法第28条第 4 項の 前日までの間に地方公務員法第28条第 4 項の
規定により失職した職員 規定により失職した職員（同法第16条第 1 号

に該当して失職した職員を除く。）
・ 略 ・ 略(３) (４) (３) (４)

（勤勉手当） （勤勉手当）
第20条 勤勉手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以 第20条 勤勉手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以

下この条においてこれらの日を「基準日」とい 下この条においてこれらの日を「基準日」とい
う。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日 う。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日
以前 6 箇月以内の期間におけるその者の勤務成 以前 6 箇月以内の期間におけるその者の勤務成
績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事 績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事
委員会規則で定める日に支給する。これらの基 委員会規則で定める日に支給する。これらの基
準日前 1 箇月以内に退職し、又は死亡した職員 準日前 1 箇月以内に退職し、若しくは地方公務
で人事委員会規則で定めるものについても、同 員法第16条第 1 号に該当して同法第28条第 4 項
様とする。 の規定により失職し、又は死亡した職員で人事

委員会規則で定めるものについても、同様とす
る。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権 2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権
者が人事委員会規則で定める基準に従って定め 者が人事委員会規則で定める基準に従って定め
る割合を乗じて得た額とする。この場合におい る割合を乗じて得た額とする。この場合におい
て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その
者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごと 者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごと
の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超え の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超え
てはならない。 てはならない。

前項の職員のうち再任用職員以外の職員 前項の職員のうち再任用職員以外の職員(１) (１)
当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれ 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれ
ぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した ぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職
職員にあっては、退職し、又は死亡した日現 し、又は死亡した職員にあっては、退職し、
在。次項において同じ。）において受けるべ 若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項
き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当 において同じ。）において受けるべき扶養手
の月額の合計額を加算した額に1 0 0分の92.5 当の月額及びこれに対する地域手当の月額の
を乗じて得た額の総額 合計額を加算した額に1 0 0分の92.5を乗じて

得た額の総額
略 略(２) (２)

3 ～ 5 略 3～ 5 略

附 則

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律（令和元年法律第37号）附則第 1 条第 2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第 2 条の

改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第30号

市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（ ）の一部を次のように改正する。市町村立学校職員の給与に関する条例 昭和28年和歌山県条例第53号

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）
第 2 条 この条例において「職員」とは、次に掲 第 2 条 この条例において「職員」とは、次に掲

げる者のうちから会計年度任用職員の給与及び げる者をいう。
費用弁償に関する条例（令和元年和歌山県条例
第25号）の適用を受ける者を除いたものをいう
。

・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)
2 略 2 略

（臨時の職員の給与） （臨時又は非常勤の職員の給与）
第26条 職員のうち、臨時の職員の給与について 第26条 職員のうち、臨時又は非常勤の職員（再

は、第 6 条から前条までの規定にかかわらず、 任用短時間勤務職員を除く。）の給与について
その職員の勤務の態様に応じ、かつ、その他の は、第 6 条から前条までの規定にかかわらず、
職員との均衡を考慮して、教育委員会が定める その職員の勤務の態様に応じ、かつ、その他の
ところによる。 職員との均衡を考慮して、教育委員会が定める

ところによる。

附 則

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から適用する。

警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第31号

警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

警察職員の給与に関する条例（昭和29年和歌山県条例第21号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）
第 2条 この条例において「警察職員」とは、警 第 2条 この条例において「警察職員」とは、警

察法第55条第 1項に規定する県の警察の職員の 察法第55条第 1項に規定する県の警察の職員の
うちから一般職の国家公務員たる者及び会計年 うちから一般職の国家公務員たる者を除いたも
度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（ のをいう。
令和元年和歌山県条例第25号）の適用を受ける
者を除いたものをいう。

2 略 2 略

（期末手当） （期末手当）
第21条 期末手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以 第21条 期末手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以

下この条から第21条の 3 までにおいてこれらの 下この条から第21条の 3 までにおいてこれらの
日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する 日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する
警察官に対して、それぞれ基準日の属する月の 警察官に対して、それぞれ基準日の属する月の
人事委員会規則で定める日（次条及び第21条の 人事委員会規則で定める日（次条及び第21条の
3 においてこれらの日を「支給日」という。） 3 においてこれらの日を「支給日」という。）
に支給する。これらの基準日前 1 箇月以内に退 に支給する。これらの基準日前 1 箇月以内に退
職し、又は死亡した警察官で人事委員会規則で 職し、若しくは地方公務員法第16条第 1 号に該
定めるものについても、同様とする。 当して同法第28条第 4項の規定により失職し、

又は死亡した警察官で人事委員会規則で定める
ものについても、同様とする。

2 ・ 3 略 2 ・ 3 略
4 第 2 項の期末手当基礎額は、それぞれその基 4 第 2項の期末手当基礎額は、それぞれその基
準日現在（退職し、又は死亡した警察官にあっ 準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡
ては、退職し、又は死亡した日現在）において した警察官にあっては、退職し、若しくは失職
警察官が受けるべき給料の月額及び扶養手当の し、又は死亡した日現在）において警察官が受
月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合 けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びに
計額とする。 これらに対する地域手当の月額の合計額とする

。
5 ・ 6 略 5 ・ 6 略
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（期末手当の支給の制限） （期末手当の支給の制限）
第21条の 2 次の各号のいずれかに該当する者に 第21条の 2 次の各号のいずれかに該当する者に

は、前条第 1項の規定にかかわらず、当該各号 は、前条第 1項の規定にかかわらず、当該各号
の基準日に係る期末手当（第 4号に掲げる者に の基準日に係る期末手当（第 4号に掲げる者に
あっては、その支給を一時差し止めた期末手当 あっては、その支給を一時差し止めた期末手当
）は、支給しない。 ）は、支給しない。

略 略(１) (１)
基準日から当該基準日に対応する支給日の 基準日から当該基準日に対応する支給日の(２) (２)

前日までの間に地方公務員法第28条第 4 項の 前日までの間に地方公務員法第28条第 4 項の
規定により失職した警察官 規定により失職した警察官（同法第16条第 1

号に該当して失職した警察官を除く。）
・ 略 ・ 略(３) (４) (３) (４)

（勤勉手当） （勤勉手当）
第22条 勤勉手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以 第22条 勤勉手当は、 6 月 1 日及び12月 1 日（以

下この条においてこれらの日を「基準日」とい 下この条においてこれらの日を「基準日」とい
う。）にそれぞれ在職する警察官に対し、基準 う。）にそれぞれ在職する警察官に対し、基準
日以前 6 箇月以内の期間におけるその者の勤務 日以前 6 箇月以内の期間におけるその者の勤務
成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人 成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人
事委員会規則で定める日に支給する。これらの 事委員会規則で定める日に支給する。これらの
基準日前 1 箇月以内に退職し、又は死亡した警 基準日前 1 箇月以内に退職し、若しくは地方公
察官で人事委員会規則で定めるものについても 務員法第16条第 1 号に該当して同法第28条第 4
、同様とする。 項の規定により失職し、又は死亡した警察官で

人事委員会規則で定めるものについても、同様
とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権 2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権
者が人事委員会規則で定める基準に従って定め 者が人事委員会規則で定める基準に従って定め
る割合を乗じて得た額とする。この場合におい る割合を乗じて得た額とする。この場合におい
て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その
者に所属する次の各号に掲げる警察官の区分ご 者に所属する次の各号に掲げる警察官の区分ご
との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超 との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超
えてはならない。 えてはならない。

前項の警察官のうち再任用警察官以外の警 前項の警察官のうち再任用警察官以外の警(１) (１)
察官 当該警察官の勤勉手当基礎額に当該警 察官 当該警察官の勤勉手当基礎額に当該警
察官がそれぞれその基準日現在（退職し、又 察官がそれぞれその基準日現在（退職し、若
は死亡した警察官にあっては、退職し、又は しくは失職し、又は死亡した警察官にあって
死亡した日現在。次項において同じ。）にお は、退職し、若しくは失職し、又は死亡した
いて受けるべき扶養手当の月額及びこれに対 日現在。次項において同じ。）において受け
する地域手当の月額の合計額を加算した額に るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域
1 0 0分の92.5（特定幹部警察官にあっては、 手当の月額の合計額を加算した額に1 0 0分の
1 0 0分の112.5）を乗じて得た額の総額 92.5（特定幹部警察官にあっては、1 0 0分の

112.5）を乗じて得た額の総額
略 略(２) (２)

3 ～ 5 略 3 ～ 5 略

附 則

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律（令和元年法律第37号）附則第 1 条第 2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第 2 条第

1 項の改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第32号

警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

（ ）の一部を次のように改正する。警察職員の特殊勤務手当に関する条例 平成13年和歌山県条例第30号

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。



    和歌山県報  号外 令和元年 10 月 4 日（金曜日） 

－ 22 － 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

（警護等手当) （警護等手当)
第22条 略 第22条 略
2 前項の手当の額は、勤務 1 日につき6 4 0円と 2 前項の手当の額は、勤務 1 日につき6 4 0円と
する。ただし、天皇又は皇后、上皇、上皇后、 する。ただし、天皇又は皇后、皇太子若しくは
皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の身辺 皇太子妃の身辺警衛に従事した場合その他人事
警衛に従事した場合その他人事委員会がこれに 委員会がこれに準ずると認める場合にあっては
準ずると認める場合にあっては、1,150円とす 、1,150円とする。
る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

をここに公布する。和歌山県金属くず業条例の一部を改正する条例

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

和歌山県条例第33号

和歌山県金属くず業条例の一部を改正する条例

和歌山県金属くず業条例（昭和32年和歌山県条例第66号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（許可の基準） （許可の基準）
第 4条 公安委員会は、前条第 1 項の許可を受け 第 4条 公安委員会は、前条第 1 項の許可を受け

ようとする者が、次の各号のいずれかに該当す ようとする者が、次の各号のいずれかに該当す
るものであるときは、許可をしてはならない。 るものであるときは、許可をしてはならない。

～ 略 ～ 略(１) (６) (１) (６)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者(７) (７)

者 で復権を得ないもの
心身の故障により金属くず商の業務を適正(８)

に実施することができない者として規則で定
めるもの

略 略(９) (８)

（監督処分） （監督処分）
第18条 略 第18条 略
2 略 2 略
3 公安委員会は、金属くず商について、次の各 3 公安委員会は、金属くず商について、次の各
号のいずれかの事実が判明したときは、第 3条 号のいずれかの事実が判明したときは、第 3条
第 1 項の許可を取り消すことができる。 第 1 項の許可を取り消すことができる。

・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)
第 4条第 5 号から第 9 号までに掲げる者の 第 4条第 5 号から第 8 号までに掲げる者の(３) (３)

いずれかに該当していること。 いずれかに該当していること。

附 則

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律（令和元年法律第37号）附則第 1条第 2 号に掲げる規定の施行の日から施行する。

をここに公布する。和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

令 和 元 年 1 0 月 4 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸
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和歌山県条例第34号

和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

和歌山県使用料及び手数料条例（昭和22年和歌山県条例第28号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第 2 地方自治法その他の法令により標準が 別表第 2 地方自治法その他の法令により標準が
定められている手数料（第 2条関係） 定められている手数料（第 2条関係）
1 ～33 略 1 ～33 略
34 道路交通法（昭和35年法律第1 0 5号。以下 34 道路交通法（昭和35年法律第1 0 5号。以下

この項において「法」という。）の施行に関 この項において「法」という。）の施行に関
する事務 する事務

運転免許関係事務 運転免許関係事務(１) (１)

手数料の 区分 金額 手数料の 区分 金額
種別（手 種別（手
数料を納 数料を納
めなけれ めなけれ
ばならな ばならな
い者） い者）

運転免許 大型自動 略 略 運転免許 大型自動 略 略
試験手数 車免許、 試験手数 車免許、
料（法第 中型自動 法第97条 1 件につき 料（法第 中型自動 法第97条 1 件につき
89条第 1 車免許又 の 2 第 1 1,900円 89条第 1 車免許又 の 2 第 1 1,900円
項の規定 は準中型 項第 3 号 （道路交通 項の規定 は準中型 項第 3 号
による運 自動車免 又は第 5 法施行令（ による運 自動車免 又は第 5
転免許試 許に係る 号に該当 昭和35年政 転免許試 許に係る 号に該当
験を受け 試験 して同項 令第2 7 0号 験を受け 試験 して同項
ようとす の規定の 。以下この ようとす の規定の
る者） 適用を受 項において る者） 適用を受

ける場合 「令」とい ける場合
う。）第33
条の 6の 2
第 6号に掲
げるやむを
得ない理由
のため免許
証の更新を
受けること
ができなか
った者に対
する試験に
あっては、
8 0 0円）

略 略 略 略

普通自動 略 略 普通自動 略 略
車免許に 車免許に
係る試験 法第97条 1 件につき 係る試験 法第97条 1 件につき

の 2 第 1 1,900円 の 2 第 1 1,900円
項第 3 号 （令第33条 項第 3 号
又は第 5 の 6の 2 第 又は第 5
号に該当 6号に掲げ 号に該当
して同項 るやむを得 して同項
の規定の ない理由の の規定の
適用を受 ため免許証 適用を受
ける場合 の更新を受 ける場合

けることが
できなかっ
た者に対す
る試験にあ
っては、80
0 円）

略 略 略 略
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特定第一 略 略 特定第一 略 略
種運転免 種運転免
許（大型 法第97条 1 件につき 許（大型 法第97条 1 件につき
特殊自動 の 2第 1 1,900円 特殊自動 の 2第 1 1,900円
車免許、 項第 3号 （令第33条 車免許、 項第 3号
大型自動 又は第 5 の 6の 2 第 大型自動 又は第 5
二輪車免 号に該当 6号に掲げ 二輪車免 号に該当
許、普通 して同項 るやむを得 許、普通 して同項
自動二輪 の規定の ない理由の 自動二輪 の規定の
車免許又 適用を受 ため免許証 車免許又 適用を受

は牽引免 ける場合 の更新を受 は牽引免 ける場合
けん けん

許をいう けることが 許をいう
。以下同 できなかっ 。以下同
じ。）又 た者に対す じ。）又
は大型特 る試験にあ は大型特
殊自動車 っては、80 殊自動車
第二種免 0円） 第二種免
許若しく 許若しく
は牽引第 略 略 は牽引第 略 略
二種免許 二種免許
に係る試 に係る試
験 験

小型特殊 法第97条 1 件につき 小型特殊 法第97条 1 件につき
自動車免 の 2 第 1 1,900円 自動車免 の 2 第 1 1,900円
許又は原 項の規定 （令第33条 許又は原 項の規定
動機付自 の適用を の 6の 2 第 動機付自 の適用を
転車免許 受ける場 6 号に掲げ 転車免許 受ける場
に係る試 合 るやむを得 に係る試 合
験 ない理由の 験

ため免許証
の更新を受
けることが
できなかっ
た者に対す
る試験にあ
っては、80
0 円）

略 略 略 略

大型自動 略 略 大型自動 略 略
車第二種 車第二種
免許、中 法第97条 1 件につき 免許、中 法第97条 1 件につき
型自動車 の 2 第 1 1,900円 型自動車 の 2 第 1 1,900円
第二種免 項第 3 号 （令第33条 第二種免 項第 3 号
許又は普 又は第 5 の 6の 2 第 許又は普 又は第 5
通自動車 号に該当 6 号に掲げ 通自動車 号に該当
第二種免 して同項 るやむを得 第二種免 して同項
許に係る の規定の ない理由の 許に係る の規定の
試験 適用を受 ため免許証 試験 適用を受

ける場合 の更新を受 ける場合
けることが
できなかっ
た者に対す
る試験にあ
っては、80
0 円）

略 略 略 略

略 略 略 略

略 略

免許証交 第 1 種運転免許又は 1 件につき 免許証交 第 1 種運転免許又は 1 件につき
付手数料 第 2 種運転免許に係 2,050円 付手数料 第 2 種運転免許に係 2,050円
（法第92 る免許証 （令第33条 （法第92 る免許証 （法第92条
条第 1 項 の 6の 2 第 条第 1 項 第 1項後段
の規定に 6号に掲げ の規定に の規定によ
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よる運転 るやむを得 よる運転 り、 1の種
免許証（ ない理由の 免許証（ 類の免許に
以下この ため免許証 以下この 係る免許証
項におい の更新を受 項におい に他の種類
て「免許 けることが て「免許 の免許に係
証」とい できなかっ 証」とい る事項を記
う。）の た者であっ う。）の 載してその
交付を受 て、法第97 交付を受 種類の免許
けようと 条の 2第 1 けようと に係る免許
する者） 項第 3号に する者） 証の交付に

該当して同 代える場合
項の規定の にあっては
適用を受け 、2,050円
たものに対 に、当該他
する交付に の種類の免
あっては、 許に係る事
1,7 0 0円） 項を記載す
（法第92条 るごとに20
第 1項後段 0円を加え
の規定によ た額）
り、 1の種
類の免許に
係る免許証
に他の種類
の免許に係
る事項を記
載してその
種類の免許
に係る免許
証の交付に
代える場合
にあっては
、2,050円
（令第33条
の 6の 2 第
6号に掲げ
るやむを得
ない理由の
ため免許証
の更新を受
けることが
できなかっ
た者であっ
て、法第97
条の 2第 1
項第 3号に
該当して同
項の規定の
適用を受け
たものに対
する交付に
あっては、
1,7 0 0円）
に、当該他
の種類の免
許に係る事
項を記載す
るごとに20
0 円を加え
た額）

略 略 略 略

免許証再 第 1 種運転免許又は 1件につき 免許証再 第 1 種運転免許又は 1件につき
交付手数 第 2 種運転免許に係 2,250円 交付手数 第 2 種運転免許に係 3,500円
料（法第 る免許証 料（法第 る免許証
94条第 2 94条第 2
項の規定 略 略 項の規定 略 略
による免 による免
許証の再 許証の再
交付を受 交付を受
けようと けようと
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する者） する者）

略 略

講習手数 略 講習手数 略
料（法第 料（法第
1 0 8条の 法第1 0 8 略 1 0 8条の 法第1 0 8 略
2 第 1 項 条の 2 第 2 第 1 項 条の 2 第
各号に掲 1 項第11 法第92条 1件につき 各号に掲 1 項第11 法第92条 1件につき
げる講習 号に掲げ の 2 第 1 1,350円 げる講習 号に掲げ の 2 第 1 1,350円
を受けよ る講習 項の表の （運転免許 を受けよ る講習 項の表の （運転免許
うとする 備考 1 の に係る講習 うとする 備考 1 の に係る講習
者） 4 に規定 に関する規 者） 4に規定 に関する規

する違反 則（平成 6 する違反 則（平成 6
運転者等 年国家公安 運転者等 年国家公安
に対する 委員会規則 に対する 委員会規則
講習 第 4号）で 講習 第 4号）で

定める令第 定める道路
33条の 7第 交通法施行
2項の基準 令（昭和35
に該当しな 年政令第27
い者に対す 0号）第33
る講習にあ 条の 7第 2
っては、80 項の基準に
0円） 該当しない

者に対する
講習にあっ
ては、8 0 0
円）

略 略

略 略 略 略 略 略

略 略

～ 略 ～ 略(２) (５) (２) (５)
35・36 略 35・36 略

附 則

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律（令和元年法律第20号）附則第 1条第 2 号に掲げる規定

の施行の日から施行する。
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